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私
立
大
学
等
改
革
総
合
支
援
事
業
、
私
立
大
学
の
公
共
性
、
内
部
統
制
な
ら
び
に
補
助
金
に
関
す
る
質
問
主
意

書

私
立
学
校
法
第
一
条
は
、
私
立
学
校
の
自
主
性
と
と
も
に
、
公
共
性
を
謳
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
故
に
、
私
立
学
校
振
興
助
成

法
他
の
関
連
法
規
に
も
と
づ
い
て
、
一
般
国
民
の
税
金
が
、
私
立
大
学
等
に
補
助
金
と
し
て
交
付
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
私
立
大
学
等
に
お
い
て
は
、
そ
の
自
主
性
も
し
く
は
「
大
学
の
自
治
」
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
国

民
の
税
金
た
る
補
助
金
が
適
正
に
交
付
、
使
用
さ
れ
て
い
る
か
常
に
適
切
に
モ
ニ
タ
ー
さ
れ
、
仮
初
に
も
、
私
立
大
学
等
の
公

共
性
を
損
な
う
よ
う
な
事
態
が
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
観
点
か
ら
、
以
下
質
問
す
る
。

一

平
成
二
十
五
年
十
月
十
六
日
提
出
・
弊
「
私
立
大
学
等
改
革
総
合
支
援
事
業
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
答
弁

書
（
内
閣
衆
質
一
八
五
第
六
号
、
以
下
「
答
弁
書
」
と
称
す
る
）
「
二
の
（
五
）
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
「
支
援
対
象
校

の
選
定
後
に
一
定
数
の
私
立
大
学
等
を
抽
出
し
、
（
中
略
）
現
地
調
査
を
行
う
・
・
・
」
と
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

（
一
）

「
一
定
数
」
と
は
い
く
ら
か
。
具
体
的
な
値
を
示
さ
れ
た
い
。

（
二
）

現
地
調
査
は
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
行
う
予
定
か
。

（
三
）

調
査
対
象
と
し
て
選
定
さ
れ
た
私
立
大
学
等
の
名
称
な
ら
び
に
調
査
結
果
は
、
一
般
納
税
者
に
対
し
て
ど
の
よ
う

一



に
公
表
す
る
か
。

（
四
）

こ
う
し
た
調
査
に
お
い
て
、
平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日
に
文
部
科
学
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
さ
れ
た
文
書

「
平
成
�
�
年
度

私
立
大
学
等
改
革
総
合
支
援
事
業
調
査
票
」
に
示
さ
れ
る
、
各
項
目
の
「
根
拠
資
料
」
が
、
他

の
学
内
諸
規
則
に
違
背
し
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
、
如
何
な
る
措
置
を
講
ず
る
か
。

二

答
弁
書
「
三
の
（
四
）
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
「
大
学
の
教
員
の
任
用
等
人
事
に
関
す
る
事
項
は
、
大
学
の
自
治
の
根

幹
を
な
す
」
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
私
立
大
学
等
に
、
縁
故
・
情
実
に
よ
ら
な
い
、
公
平
・
公
正
な
選
考
が
行
わ
れ
る
よ
う

な
対
策
は
と
ら
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

（
一
）

そ
の
一
方
で
、
今
次
「
私
立
大
学
等
改
革
総
合
支
援
事
業
」
に
お
い
て
、
補
助
金
を
学
生
数
な
ど
客
観
的
な
基
準

に
応
じ
て
分
配
す
る
の
で
は
な
く
、
私
立
大
学
等
が
行
っ
て
い
る
諸
施
策
を
一
定
の
価
値
判
断
の
も
と
に
点
数
化

し
、
そ
れ
に
応
じ
て
補
助
金
を
分
配
す
る
の
は
、
矛
盾
し
な
い
か
。

（
二
）

ま
た
、
答
弁
書
「
三
の
（
二
）
及
び
（
三
）
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｒ
担
当
部
署
の
教
職
員
に
「
・
・
・

『
文
部
科
学
省
か
ら
の
現
役
出
向
者
』
を
充
て
る
こ
と
は
制
限
さ
れ
て
い
な
い
」
と
す
る
の
は
、
「
大
学
の
自
治
」

に
抵
触
し
な
い
の
か
。
「
文
部
科
学
省
の
退
職
者
」
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。

二



（
三
）

私
立
大
学
等
か
ら
な
さ
れ
た
、
「
文
部
科
学
省
の
現
役
出
向
者
」
の
、
Ｉ
Ｒ
担
当
部
署
教
職
員
へ
の
就
任
要
請

は
、
「
大
学
の
自
治
」
の
原
則
か
ら
、
拒
否
す
る
か
。

三

公
共
性
が
求
め
ら
れ
、
そ
れ
が
故
に
多
額
の
国
民
の
税
金
を
受
け
入
れ
る
私
立
大
学
等
に
お
い
て
は
、
恣
意
的
な
大
学
経

営
が
行
わ
れ
て
、
そ
の
公
共
性
を
損
ね
た
り
、
一
部
の
利
害
関
係
者
だ
け
の
利
益
増
進
が
行
わ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
が
、
文
部
科
学
省
刊
「
学
制
百
年
史
」
の
「
三

私
立
学
校
法
の
制
定
と
私
学
助
成
」
の
「
私
立
学
校
法
の
制

定
」
で
は
、
「
・
・
・
し
か
し
、
反
面
、
従
前
と
異
な
り
、
私
立
学
校
の
公
共
性
の
維
持
・
向
上
は
、
ほ
と
ん
ど
理
事
等
関

係
者
の
良
識
と
自
覚
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
た
め
、
一
部
に
は
私
学
経
営
に
好
ま
し
く
な
い
事
例
が
生
じ
て
も
所
轄
庁
の
規
制
に

よ
り
こ
れ
を
未
然
に
防
ぐ
方
途
を
失
う
に
至
っ
た
。
」
と
、
そ
う
し
た
弊
害
の
生
じ
る
可
能
性
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て

（
一
）

こ
う
し
た
点
を
勘
案
す
る
に
、
公
共
性
を
損
ね
た
り
、
一
部
の
利
害
関
係
者
の
み
の
利
益
増
進
が
行
わ
れ
た
り
す

る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
私
立
学
校
等
に
お
い
て
は
、
適
切
な
内
部
統
制
の
仕
組
み
が
取
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。

（
二
）

そ
う
し
た
内
部
統
制
を
実
効
あ
ら
し
め
る
た
め
、
私
立
大
学
等
で
は
学
内
規
則
を
整
備
し
、
理
事
等
や
学
長
を
含

三



め
た
、
す
べ
て
の
関
係
者
が
そ
れ
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。
ま
た
、
そ
れ
が
行
わ

れ
な
か
っ
た
私
立
大
学
等
に
対
し
て
は
、
補
助
金
不
交
付
を
含
む
、
何
ら
か
の
対
応
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
と
思
料

す
る
が
い
か
が
か
。

（
三
）

私
立
大
学
等
に
お
い
て
、
学
内
諸
規
則
が
遵
守
さ
れ
ず
、
恣
意
的
な
大
学
経
営
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
発
覚
し

た
場
合
、
そ
れ
を
当
該
大
学
等
関
係
者
が
、
当
該
大
学
等
の
外
部
に
お
い
て
矯
正
す
る
手
段
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う

な
も
の
が
あ
る
か
。
一
般
納
税
者
が
そ
う
し
た
事
実
を
見
つ
け
た
場
合
に
は
い
か
が
か
。

右
質
問
す
る
。

四


